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無畏論と仏護註の警喩表現

斎 藤 明

無畏論, 青目註, ならびに仏護註の三文献は, いずれも 『根本中論』に対する

簡潔な註釈書であ り, その方法もまた, 『根本中論』と同様に, 広義の帰謬論法を

ベースとする点で共通 している。これ らの三文献はまた, 鍮 伽行派による唯識説

への言及や批判をなす こともな く, 中観派(Madhyamika)と い う自称を用いる

に至ってもいない。 したがって, 中観派を 自認 し, かつまた唯識説への批判を展

開しているかどうかという点をメルマールに, 中観思想史を初期と中期に区分す

ることが許されるとすれば, 先の三文献は明らかに, 中観思想史上の〈初期〉に

位置するといえる1)。

ところで, 周知のように, これらの註釈文献をめ ぐっては, 著者, お よびテキ

ス ト上の相互関係, さらには成立順序および年代の問題 もまた, 厳密には未解明

のままに残されているといえる。そこで本稿では,無 畏論および仏護註のそれぞ

れに典型的にみられる警喩表現を紹介し, あわせて, その検討を通 して, 以上の

問題にせまる手がか りの一つ二つを探ってみたい。

I. まず, 無畏論に典型的な讐喩表現 といえぽ, 主として章末におかれる簡 明

な讐喩が指摘される。例えぽ, 第二十一章の末尾には,

このように考察するならば, 三時において生存の相続(=bhavasamtana)は 理に合わな

 い。そうであるならば, 三時において, あらゆる点から考察して存在しないもの, そ

 れがどうして生存の相続でありえようか。すなわち, 焼けた種子のようなものである

(sa bon tshig pa bzhin notj, D. Tsa 81b2)a

とある。 ここにおける 「焼けた種子」の讐喩は, 生存の相続の不可能であること

を, 焼け焦げてしまってもはや発芽作用のない種子に喩えるのであるが, 同じ讐

喩は,『維摩経』2)や『楊伽経』“dagdhabija”3)の中にも見られる。結論のあとにこ

のような簡明な讐喩を添えるのが無畏論の特徴の一つで, とりわけ章の末尾に採

用されるケースが多い。同類の讐喩は, 全二十七章のうちの十六の章末に置かれ

てお り, ときに, 同一の喩例が異なる文脈に適用されてもいる。以下, 「の よ う

なものである(bzhin no=-vat, iva, etc.)」の訳を省略して, 章末の讐喩に用いられ

る素材のみを列挙すると, 陽炎(smig rgyu; 1章), 旋火輪(mgal me'i 'khor lo;
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(162)無 畏論 と仏護註の讐喩表現(斎 藤)

2, 19章)・ 塩 水 を 飲 む こ と(tsha chu 'thung ba; 3章), ガ ンダ ル ヴ ァ城 の 空 で あ る

こ と(dri za'i grong khyer stong Pa; 4章), 盲 人(dmus long; 5章), 束 藍(mdung

khyim; 6章), 瞑 想 家 の 頭上 の 燭 髄(bsam gtan pa'i mgo la thod pa; 13, 23章)4),

天 地(gnam sa; 14章), 虚 空(nam mkha'; 16章), 焼 け た 種 子(sa bon tshig pa; 20,

21, 26章), 化 作(sprul pa)あ る い は ア ング リマ ー ラ(sor phreng, =Angulimala; 25

章), 難 陀(迦)菩 薩(byang chub sems dpa'dga'byed; 27章), の十 二 種 で あ る。

また, 同 類 の讐 喩 は, 章 末 以外 に も, 牛 の角(ba lang gi rwa; D. Tsa 42a7),

火 と水(me dang chu; 43b4), 猫 と鼠(byi la dang byi ba; 45a6), 灯 火 と闇(mar

me dang mun pa; 63b2), 灯 火 に よ〔って 照 ら され 〕る瓶(mar mes bum pa; 74b3),

な らび に先 に も見 た, 焼 け た 種 子(sa bon tshig Pa; 80b1-2)と い う六 例 が散 見 さ

れ, いず れ も 当該 の結 論 に添 付 され る 形 で援 用 され て い る。

と ころ で, 無 畏 論 は また, 偶 頸 そ の もの に 警 喩 が 含 まれ て い る場 合 に は それ ら

を 詳説 し(D. Tsa 65b6-7, 86a7, 89a6-7, 93a7), そ れ 以 外 の 讐 喩 形 式 は, 理 由文 と喩

例 文 を補 足 す る 『般 若 灯 論 』 の解 説 が 後 に混 入 した5)と 考 え られ る もの を 除 け ば,

ご く僅 か で あ る(82a1-2, 3, 5, 91b5)。 した が って, この 註 釈 の 場 合 に は, 以上 に み

た 簡 明 な 讐喩 表 現 を も って典 型 的 であ る と見 な す こ とが で きる。

II. こ こで 次 に, 仏 護 註 に特 有 な讐 喩 形 式 に 目を 転 じて み よ う。 同 註 釈 は しば

しば, 論 争 相 手 の 無 理解 を 諭 す た め に, 反 論 の 冒頭 にお いて, い さ さか 皮 肉 を 含

ん だ, 具 体 的 で しか も定 型 的 な讐 喩 を採 用 して い る。 例 え ぽ, 第 十 四 章 に は,

 答え る。[ど うして]君 は, 不能者を羨むのかP 墨 は, 和合(=sarpsarga)が ないに も

かかわ らず, 和合者(sarpsrastr)が 存在す ると考 えているのだ。

bshad pa/ci khyod ma ning la phrag dog za 'am/khyod phrad pa fined par phrad

pa po yod pa nyid du 'dod ko//(D. Tsa 223a5-6).

とあ る。 こ の中 の 下 線 を 付 したci khyod(khyed)...'am/khyod....ko//の 形 式

は, 仏 護 註 にほ ぼ 一 貫 す る 讐喩 表 現 とな って お り, こ の文 献 の特 徴 的 な 個 性 の 一

つ とい って よい。 い ま の例 では, 目 と, 視 覚対 象 で あ る 色か た ち と, 視 覚 の 三 者

な どの和 合(samsarga)が 否定 され て も なお, 目等 の 和 合す る もの の存 在 を 主 張 す

る反 論 者 を, 性 的 結 合(sasarga)が 不 可 能 であ る こ と も分 か らず に不 能 者 を 羨 ん

で い る よ うな も の であ る, との喩 え を も って非 難 す るわ け であ る。

と こ ろ で, この チベ ッ ト語 訳 文 の 末 尾 に置 か れ た 終 辞koに つ いて は一 言 に 値

す る。 周 知 の よ うに, 通 例 の終 辞(rdzogs tshig)の 場 合, 直 前 の語 に添 後 字(rjes'jug)

が あ れ ば, それ を 基 字(ming gzhi)と してO母 音 を とる。 また, da drag poの

-863-



無畏論 と仏護註の讐喩表現(斎 藤) (163)

後 な らばto, 直 前 の語 が母 音 で終 わ って いれ ば'oと な る。 した が って 今 の場 合

に も, 通 常 の用 例 か ら推 せ ば, 当 然'dod do//が 予 想 され る と ころ で あ る。 しか

しな が ら, 仏 護 註 の こ の定 型 的 な 讐 喩 表 現 にお い て 特 異 であ る の は, 三 十 を越 え

る 類 例文 に あ って, 通 例 の ル ー ル に従 った 終 辞 を 採 用 して い る ケ ース は む しろ稀

で あ って6), sgrub par byed ko(D. Tsa 238b7), brjod ko(171a3), mthong ko

(211a3), sems ko(221b3)な ど, 版 本 の如 何 にか か わ らず, い ず れ もkoを 終 辞

とす る点 で あ る。 そ の意 味 内容 な らび に 用 法 を 確 認す る うえ で も, 仏 護 註 以外 の

用 例 が 倹た れ る とこ ろ であ る。

III. さて, 以 上 の よ うな型 を もつ 仏 護 註 の讐 喩 表 現 であ るが, 次 にそ の 実 例 を

見 て み よ う。 こ こ で は, 紙 数 の制 約 もあ る た め,...'am, す なわ ち上 の例 にお け る

「不 能 者 を 羨 む のか 」 に相 当す る箇 所 のみ を 列 挙 す る と, 以 下 の 通 りと な る(左

端の数字 は章番号を示す)。

1 拳で空を打つ のか?(D. Tsa 164a1-2)

生まれ て もいない子供 の財産 によって, [その]子 の母を嬰ろ うと考 え るのか?

(164b2-3)

自分の妻を得て もいないのに, 子供の妻を得 ようと思 うのか?(164b5-6)

2 心の愚かさのために, 名前 が変わ って しまってい るか らとい って, わが子を認識 し

ないのか?(171a3)

この空中に立ち上がって動 き回るのか?(171a7)

子供が生 まれて もいないのに, [そ の子の]死 について悩みをいだ くのか?(171b5)

殺 人者 だけを取 り締 まるのか?(173a6)

手を広げて哀れに動 きまわ り, 息 を切 らしなが ら, 螢気楼の水のなかを泳 ぎまわ る

のか?(173a7-b1)

子供を望んでい るのに, 不能者 と同棲す るのか? (173も3-4)

3 案 内人を伴わずに, 荒野でさ迷 っているのか? (176b7)

7 剣 に通 じてい るか らとい って, ほか な らぬ母を撃つのか? (191b6)

空華 をか き集め るのか? (192a5)

絵画 の火を消そ うとい うのか? (196a5)

矛盾を起 こす ことな く,「その通 りだ」 と発言す るのか? (197a7-b1)

灯火 によって太陽を さが し求め るのか? (197b3-4)

8 胡麻 油(=taila)を 望みなが ら, テ ィラカ(=Tilaka)樹 をさがし求め るのか? (201a

3-4)

11蜜(=madhu)を 見 なが ら, 断崖(=prapata)を 見 ないのか?7)(211a2-3)
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(164) 無畏論 と仏 護註の讐喩表現(斎 藤)

12根 の腐った木に水を注ぐのか? (216a1)

13 幻の象が活動すると考えるのか? (217b2-3)

14 [君を]排 斥する者に従うのか? (221b2-3)

茅草の馬で疾駆しようとするのか? (222b4-5)

不能者を羨むのか? (前出)

15 馬に乗っていながら馬を見ないのか? (224a3)

16空 の容器を護持するのか? (231a1-2)

17 ガンダルヴァ城の城壁を築いては破壊するのか? (235b5)

障壁の土台が敷かれていないのに, 障壁を設けるのか? (238b6-7)

20道 に入っていながら, 道をたずねるのか? (252a4)

村が空であるのに城を建造するのか? (255b1)

21 ヴィドゥラ(=Vidula)樹 の果実を求あるのか～(257a6)

22適 切に準備されたものの中の半分だけで[身 勝手に]踊 るのか2(262a5)

敵方の証拠を味方の意見として受けとるのか? (263b3-4)

このように, 三十をこえる仏護註に典型的な讐喩表現は, いずれ も反論者の無

理解や恣意的な強弁を, 空しいこと, あるいは身勝手な偏見であると諭し, 非難

するところに狙いをもつものといえる。

IV. 以上のように, 無畏論と仏護註には, 用法 と形式の両面か らみて, かな り

色彩を異にする讐喩表現がそれぞれに, 典型的なかたちで採用されている。現在

の段階では, これらの讐喩の内容から, 著作の成立年代の幅を うかが う直接の手

がか りは得 られないとしても, しかしながら, 青 目註を含む三註釈を相互に検討

するとき, われわれはいくつかの見逃すことのできない事実に逢着する。

 無畏論にみた先の讐喩表現ついていえば, まず第一に, これらはいずれも, 9

世紀初頭の成立と考えられる敦焼出土本にもそのまま確認される点が 注 目 され

る8)。次にまた重要であるのは, すでに指摘されているように, 無畏論 と仏護註の

第二十三章以降のテキス トはほぼ全同で, 後世, 何らかの事情か ら, 前者のテキ

ス トがそのまま後者のそれとしても借入されてしまったのであるが, 見逃せない

のは, その場合でも, 仏護註は, 先の讐喩表現だけは継承 していないという点で

ある9)。さらに第三に, 内容的な近似性から, 原テキス トが本来同一であった と

の意見さえある青目註には10), これらの讐喩に相当する訳文は全 く見 られない。

これらの三つ, とりわけ第三の事実から, 無畏論 と青目註の内容的な隔た りを

指摘し, 原本の相違の例証と見なすこともむろん不可能ではないであろう。しか

しながら, 無畏論の警喩が, 前述のように, 結論の後に補足的に添付される簡明
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無畏論 と仏講註 め讐喩裏現(斎 藤) (165)

なものであ り, しかも上の第二の事実から推して, これ らの定型的な讐喩は, 仏

護註が第二十三章以降のテキス トを無畏論から借入した時点では, 本来存在して

おらず, その後付加されたものと考えるのが適当であるように思われる。ただし, 

後世の付加とはいえ, チベ ット語訳写本の伝播過程におけるものではな く, 先の

第一の事実か らも, 同訳の依拠 したサンスクリヅト写本はすでに, これらの讐喩

の付加されたテキス トを伝えていたものと考えられる。

 また次に, 仏護註に典型的な讐喩表現についていえば, 先のように, これらが

第二十三章以降に皆無であるという事実は無視できない。 これは明らかに, 第二

十二章以前が本来の仏護註のテキス トを伝承するもので, 同章より後の五つの章

のテキス トは無畏論のそれをほぼそのまま取 り入れて成立したものである, とい

うこれまでの定説を改めて補強する11)。なお, 仏護註が第二十三章以下のテキス ト

を無畏論から借入した時点については, 二十を越えるBha(va)viveka(490-570項)

によるBuddhapalita批 判が, 第二十三章以降には見られないとい う事実を考え

合わせると12), 遅 くとも, 前者による 『般若灯論』が成立 した時点には, 仏護註

の現行のような合体テキス トは出来上がっていたものと推測される。

1)斎 藤 明 「〈 初 期 〉 中観 派 と ブ ッ ダ パ ー リ タ」 『仏 教 学 』24号, 1988, p. (39)-(43)

参 照。

2) P. No. 843, Vol. 34, Bu 214b3.

3) B. Nanjo ed. , La n. Aava. ara Sutra, 1923, p. 41, 1. 3 ; P. No. 755, Vol. 29, NGu 

 77a8.

4)同 一 の 讐 喩 がCandrakirtiの 『四 百 論 註 』 の 中 に, dhyayi6irshkapalavat(H.

Shastrl ed., “Catuhsatika by Arya Deva", Memoirs of the Asiatic Society of

Bmgal, Vol. III, No. 8, 1914, P. 473, 1, 22)=bsam gtan pa'imgo'i thod pa bzhin

no (D. Ya 133b2)と あ り, この 直 後 に,「 あ る瞑 想 家 が, 心 が迷 乱 して 『私 の頭 に

は, 燭 艘 が つ い て い る』 とい うと き, あ る人 が 彼 に,『 これ は 君 の 頭 か ら落 ちた のだ

よ』 とい っ て, 別 の燭 髄 を投 げ つ け る。 これ に よ っ て彼 は,『 そ うで あ った の か 』 と

覚 っ て正 気 に な る。 妄 分 別 を 消 し去 った た め で あ る」 との解 説 が 加 え られ て い る。

(『四 百 論 註 』 の この 讐 喩 に つ い て は, 鈴 木 晃 信 氏 の教 示 を 得 た。 記 して謝 意 を 表 し

た い。)

5) これ らの 例 は, 無 畏 註 の 第20か ら第22章 に 集 中 して 見 られ る。 い ま, 無 畏 註 と 『般

若 灯 論 』 の 対 応 箇 所 を 示 す と, D. Tsa 75b6=D. Tsha 201a2-3; 75b6-7=201a3;

78a2=204b4; 79b1-2=206b5-6; 79b2=206b6; 79b5-6=207a3; 79b6=207b4; 81a

2=208b1; 83a5-6=212a2の 九 例 が確 認 され る。 な お, 『般 若 灯 論 』 の テ キ ス トが 後

に混 入 した と推 測 され る 同様 の 例 は, 仏 護 註 の 第7章 に も見 られ る(D. Tsa 195b4-6

=D. Tsha 110a7-b2)。
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6)四 大 版 本 い ず れ も通 例 の終 辞 を と るケ ー ス は, 第2と 第13章 に三 例 見 られ るが, い

ず れ もrtog goの 用 例 で あ る。 これ らは, rtog koと の 発 音 上 の近 似 性 に よ って説

明 され よ うか(D. Tsa 171b5, 173b4, 217b3)。 またD. C. の 両 版 が 通 例 の 終 辞 を と

る(D. Tsa 164b3: 'dod do; 252a4: khong du ma chud do)の に対 して, P. N.

両 版 がko(P. Tsa 185b3: 'dod ko; 285a3: khong du ma chud ko)を 採 用 す る

場 合 もあ る。 これ は, 他 の例 か ら推 す と, む し ろ前 者 の 方 が 後 世, 通 例 の 形 に 改 変

され た と考 え るべ き で あ ろ う。

7) こ の讐 喩 は 「断 崖 の蜜 」 と し てMahabhamta(e. 9. V, 62, 20-27)に しば しば登

場 す る。 原実 「丘 井 の喩 一 二 鼠 警 喩 課 一 」 『東 洋 学 報 』66-1・2・3・4, 1985, pp. 029-

031, 037(n. 47)参 照。

8)斎 藤 明 「中観 系 資 料 」 『講 座 敦 煙6・ 敦 煙 胡 語 文 献 』, 1985, pp. 317-323参 照。

9)近 年, 無 畏 論 の四 大 版 本 に 基 づ く校 訂 テ キ ス トを添 え た研 究 が, Diss, rtationと し

て 提 出 さ れ て い る。C. W. Huntington, The“Akutobkaym” Early Iklsdm Ma-
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